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令和７年草加市議会議会運営委員会要点記録（第20回） 

 

◆開会年月日  令和７年１０月３１日（金曜日） 

◆開催の場所  第３委員会室 

◆出席委員   佐 藤 利 器  委 員 長   木 村 忠 義  委  員 

        堀 込 彰 二  副委員長   矢 部 正 平  委  員 

        森     覚  委  員   佐 藤 憲 和  委  員 

        中 島 綾 菜  委  員   白 石 孝 雄  委  員 

        平 山 杏 香  委  員   関   一 幸  委  員 

◆欠席委員   なし 

                                                                           

◆協議事項   ・ 新委員の紹介・あいさつ 

        １ 検討事項「議会改革について」反問権の導入について 

        ２ 検討事項「委員長報告に対する質疑について」 

                                                                           

◆議事内容 

午後３時５４分開会 

 

・ 新委員の紹介・あいさつ 

 ※ 佐藤憲和委員 あいさつ 

 ※ 白石委員 あいさつ 

 

１ 検討事項「議会改革について」反問権の導入について 

   １０月１７日の議会運営委員会で決定したとおり、検討事項「議会改革につい

て」反問権の導入について、草加自民党・無所属の会から視察結果の報告を受け

た上で、ご協議いただきたい。 
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【各会派の意見】 

 

 

項目 
草加自民党・

無所属の会 
ＳＯＫＡ新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 

⑴反問権の範囲（反問の性質） 
【逆質問】 

 ①質問の背景・根拠について問うもの 

 ②質問者の考え方について問うもの 

 ③質問者へ代替案の提示について問うもの 

【質問趣旨確認】 

 ④質問の趣旨や内容の確認を行うもの 

①～④ 

※反問権(④)

と反論権(①

～③)を別で

設けたい。 

①～④ ④ ①～④ ④ 

⑵反問権を付与（行使）する対象（会

議） 
 ①議案質疑 

 ②一般質問 

 ③代表質問 

 ④議員・委員会提出の議案等 

 ⑤市長報告等 

 ⑥委員会の質疑・質問 

 ⑦その他 

①～③ ①、② 

③は他会派の

意見を聞きた

い。 

 

② ①～⑥ ①～⑥ 

⑶反問権を行使できる者 
 ①市長 

 ②副市長 

 ③教育長 

 ④議員 

 ⑤部課長等 

 ⑥代表監査委員、選管委員長 

 ⑦参考人等 

【反論権(逆質

問)】 

①～③ 

【反問権(質問

趣旨確認)】 

①～⑦ 

①～③ 

※その他はま

だ決まってい

ない。 

①～③、 

⑤～⑦ 
①～⑦ ①～⑦ 

⑷質問時間の扱い（反問権の行使により

発生した時間の取り扱い） 
 ①質問時間に含まない 

 ②質問時間に含む 

② ① まとまるとこ

ろで。 
① ① 

⑸反問形式 
 ①一問一答方式 

 ②その他 

① ① ① ① ① 

⑹反問する場所 
 ①反問権の行使の許可を得た場所 

  例：議案質疑・一般 

   質問の場合 

  【逆質問】 

   答弁１回目は答弁席 

   ２回目以降は自席 

  【質問趣旨確認】自席 

 ②その他 

まとまるとこ

ろで。 

流れとしてス

ムーズな場

所。 

まとまるとこ

ろで。 
① ① 

⑺反問権の付与（行使）に関する根拠を

規定する形式 
 ①議会運営に関する申し合わせ事項 

 ②その他 

まとまるとこ

ろで。 

議会改革特別

委員会で検討

事項となって

いる議会基本

条例の協議次

第。 

① ① ① 
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※「草加自民党・無所属の会から視察結果の報告を受けて、各会派の意見が出

そろったが、今後の協議はどのように進めていくか。」＜佐藤利器委員長＞ 

※「各会派の意見を一覧にした上で、改めて協議してはどうか。」 

＜佐藤憲和委員＞ 

   → 各会派の意見を一覧にした上で、改めて協議することを決定 

 

２ 検討事項「委員長報告に対する質疑について」 

１０月１７日の議会運営委員会で決定したとおり、検討事項「委員長報告に対

する質疑について」（発議：矢部委員）、ＳＯＫＡ新政の意向や議会事務局から他

市の状況の報告を受けた上で、ご協議いただきたい。（他市の状況は別紙のとお

り） 

 

   ※委員長報告に対する質疑について、資料に基づき説明＜武田事務局長＞ 

 

 【各会派の意向】 

項目/現状 
委員長報告に対する質疑は、質疑時間及び回数について規定が

ない。 

草加自民党・ 

無所属の会 

・質疑時間及び回数を決めたほうがよい。 

・委員会として結論が出ている事項に対して質疑をするべきで 

 はないか。 

ＳＯＫＡ新政 

・現状のままでよいという意見と委員長報告に対する質疑を行 

 うのであれば、回数・時間の制限を設けた方がよいという意 

 見が出た。 

公明党 ・まだ、会派で結論は出ていない。 

市民共同 

・質疑を行う権利はあると思うので、それ自体は悪いことでは 

 ない。 

・議員個人のモラルの問題なので、議会運営委員会で協議する 

 問題ではないのではないか。 
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立憲民主党 
・質疑を行う権利はあるのでそれ自体は問題ない。 

・質疑時間については決めてもよい。 

 

※「検討事項は委員長報告に対する質疑ではあるが、委員長報告に対する質疑

だけではなく、監査報告に対する質疑など、他にも回数・時間制限などが決

まっていない質疑についても検討した方がよいのではないか。」＜関委員＞ 

※「関委員の意見にもあったが、委員長報告に対する質疑の他にも時間・回数

の制限などが決まっていない質疑がいくつかあるので、議会事務局で資料を

作成してもらい、改めて協議してはどうか。」＜佐藤憲和委員＞ 

※「委員長報告に対する質疑の他にも時間・回数の制限などが決まっていない

質疑等に関する資料について、議会事務局に資料要求し、説明を受けて、再

度協議するということでよいか。」＜佐藤利器委員長＞ 

※「よい。」＜全委員＞ 

   → 今後の取り扱いについては、委員長報告に対する質疑を含め、時間・回数

の制限などが決まっていない質疑等について議会事務局に資料要求し、説明

を受けて協議することを決定 

※「次会日程は、１１月１０日（月）の午前１０時からでよいか。」 

＜佐藤利器委員長＞ 

※「よい。」＜全委員＞ 

   → 検討事項「議会改革について」反問権の導入について及び委員長報告に対

する質疑についてを検討する議会運営委員会の次会日程は、１１月１０日

（月）午前１０時とすることを決定 

 

午後４時１４分閉会 

                                                                           

◆配付資料  ・ 議会運営委員会協議事項 

       ・ 委員長報告に対する質疑について（県内３９市調査概要） 

       ・ 委員長報告に対する質疑について（県内３９市調査） 
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           議会運営委員会協議事項 

 

                         令和７年１０月３１日（金） 

                               第３委員会室 

 

※ 新委員の紹介及びあいさつ（佐藤憲和議員、白石議員） 

 

１ 検討事項「議会改革について」反問権の導入について 

   １０月１７日の議会運営委員会で決定したとおり、検討事項「議会改革につい

て」反問権の導入について、草加自民党・無所属の会から視察結果の報告を受け

た上で、ご協議いただきたい。 
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【参考：令和７年６月１６日時点での各会派の意見】 

項目 
草加自民党・

無所属の会 
SOKA新政 公 明 党 市民共同 立憲民主党 

⑴反問権の範囲（反問の性質） 
【逆質問】 

 ①質問の背景・根拠について問うもの 

 ②質問者の考え方について問うもの 

 ③質問者へ代替案の提示について問うもの 

【質問趣旨確認】 

 ④質問の趣旨や内容の確認を行うもの 

反問権を導入

している他自

治体への視察

を実施し、調

査したい。反

問権を導入す

る場合、ルー

ルを定めた方

が良い。 

①～④ ④ ①～④ ④ 

⑵反問権を付与（行使）する対象（会

議） 
 ①議案質疑 

 ②一般質問 

 ③代表質問 

 ④議員・委員会提出の議案等 

 ⑤市長報告等 

 ⑥委員会の質疑・質問 

 ⑦その他 

①、② 

③は他会派の

意見を聞きた

い。 

 

② ①～⑥ ①～⑥ 

⑶反問権を行使できる者 
 ①市長 

 ②副市長 

 ③教育長 

 ④議員 

 ⑤部課長等 

 ⑥代表監査委員、選管委員長 

 ⑦参考人等 

①～③ 

※その他はま

だ決まってい

ない。 

①～③、 

⑤～⑦ 
①～⑦ ①～⑦ 

⑷質問時間の扱い（反問権の行使により

発生した時間の取り扱い） 
 ①質問時間に含まない 

 ②質問時間に含む 

① まとまるとこ

ろで。 
① ① 

⑸反問形式 
 ①一問一答方式 

 ②その他 

① ① ① ① 

⑹反問する場所 
 ①反問権の行使の許可を得た場所 

  例：議案質疑・一般 

   質問の場合 

  【逆質問】 

   答弁１回目は答弁席 

   ２回目以降は自席 

  【質問趣旨確認】自席 

 ②その他 

流れとしてス

ムーズな場

所。 

まとまるとこ

ろで。 
① ① 

⑺反問権の付与（行使）に関する根拠を

規定する形式 
 ①議会運営に関する申し合わせ事項 

 ②その他 

議会改革特別

委員会で検討

事項となって

いる議会基本

条例の協議次

第。 

① ① ① 
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２ 検討事項「委員長報告に対する質疑について」 

１０月１７日の議会運営委員会で決定したとおり、検討事項「委員長報告に対

する質疑について」（発議：矢部委員）、ＳＯＫＡ新政の意向や議会事務局から他

市の状況の報告を受けた上で、ご協議いただきたい。（他市の状況は別紙のとお

り） 

 【令和７年１０月１７日時点での各会派の意向】 

項目/現状 
委員長報告に対する質疑は、質疑時間及び回数について規定が

ない。 

草加自民党・ 

無所属の会 

・質疑時間及び回数を決めたほうがよい。 

・委員会として結論が出ている事項に対して質疑をするべきで 

 はないか。 

ＳＯＫＡ新政 
・まだ会派で検討をしていないため、これから検討する。 

・個人的には、議員個人のモラルの問題であると思う。 

公明党 

・他市において、委員長報告に対する質疑の時間及び回数を決

めているところがあるのかどうか、議会事務局で調査してもら

い、その結果を踏まえた上で検討することも大事ではないかと

いう意見があった。 

・まだ、会派で結論は出ていない。 

市民共同 

・質疑を行う権利はあると思うので、それ自体は悪いことでは 

 ない。 

・議員個人のモラルの問題なので、議会運営委員会で協議する 

 問題ではないのではないか。 

立憲民主党 
・質疑を行う権利はあるのでそれ自体は問題ない。 

・質疑時間については決めてもよい。 

 

※ 協議終了後、検討事項持ち帰りの場合は、次会日程についてご協議いただきたい。 



委員長報告に対する質疑について 県内３９市調査概要

◆ 委員長報告に対する質疑を認めている市（３７市）

◆ 委員長報告に対する質疑を認めていない市（２市）

２回
(４市)

桶川市、八潮市、幸手市、吉川市

３回
(17市)

さいたま市、川越市、行田市、春日部市、狭山市、
羽生市、鴻巣市、上尾市、戸田市、朝霞市、和光市、
新座市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、日高市

無制限
（１市）

ふじみ野市

規定なし
(15市)

熊谷市、川口市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、
東松山市、深谷市、越谷市、蕨市、入間市、志木市、
富士見市、三郷市、白岡市

30分
(２市)

行田市、ふじみ野市

60分
(３市)

春日部市、狭山市、上尾市

その他
（２市）

さいたま市※1、三郷市※2

規定なし
（30市）

川越市、熊谷市、川口市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、
羽生市、鴻巣市、深谷市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、
志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、
蓮田市、坂戸市、幸手市、日高市、吉川市、白岡市

・ 先例に基づき「委員会の開催は、１日１委員会とする」としていることから、委員会に所属していない議員は傍聴できるため、委員長報告に対する質疑を認めて
いないこととしている。（秩父市）

・ 申合せで委員長報告に対する質疑は行わないこととしている。（鶴ヶ島市）

質 疑 回 数 質 疑 時 間

● 市長提出議案や請願については、定例会最終日に各常任委員会の委員長報告を行い、その後に質疑の場面を設けている。根拠規定はないが、先例において通告書を
最終日の前日正午までに提出することとしている。その他の所管事務調査などの委員長報告（中間報告含む）については、質疑の場面を設けていない。（鴻巣市）

● 「一般会計当初予算の歳出予算審査の委員長報告に対する質疑は行わず、委員長報告後に、執行部に対する歳出の総括質疑として、行う例である。」、「一般会計
決算の歳出・特別会計・事業会計決算審査の委員長報告に対する質疑は行わず、委員長報告後に、執行部に対する総括質疑として、行う例である。」、「委員会の中
間報告に対する質疑は、行わない例である。」（桶川市）

● 委員長報告に対して、質疑を行っているのが例である。ただし、視察の報告は、質疑を行わないのが例である。〔平成23年第４回定例会以降〕（北本市）

質疑回数及び時間以外の運用ルール

※1 原則として、会派を代表する議員が行うものとし、当該会派に所属する議員の数に２分を乗
じて得た時間の範囲内で行うものとする。ただし、会派に所属しない議員にあっては、４分の
範囲内で行うことができる。

※2 委員長報告に対する質疑についてのみの運用はなく、質疑全体として、党会派毎に持時間を
定めており、１人３０分を基準に会派構成員が１人増える毎に１０分を加算している。
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